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№５５ 平成２４年(２０１２年) １２月１７日発行ＲＩＫＫＡ

未来に向かって環境のトータルアドバイザー

RIKKA REPORT
静岡県富士市本市場 ：清水営業所立華工業株式会社 422 416-0906の１ 〒

TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654 URL http://www.rikka.co.jp E-mail info@rikka.co.jp

特定化学物質障害予防規則等が改正さ

れ 以下の３物質について健康障害防止、

措置が義務づけられます。

・インジウム化合物

・コバルト及びその無機化合物

・エチルベンゼン

今回 上記３物質について 労働安全衛生法施行令 労、 「 」、「

働安全衛生規則 特定化学物質障害予防規則 が改正」、「 」

。されました

施行 適用期日 平成２５年１月１日から・

レポートのお問い合わせは、下記担当部署にお願いいたします。

富士本社 富士市本市場422の１

TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654

☆作業環境測定

富士本社 作業環境課 中西正彦、青柳容子

☆局所排気装置・プッシュプル型換気装置・排気対策

富士本社 対策エンジ課 尾崎克年、渡邊大輔

☆富士本社 営業部 望月久彰
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１ インジウム化合物 コバルト及びその無機化合物． ・

１）主な規定の適用一覧

２）主な有害性

インジウム化合物

発がん性：リン化インジウムは国際がん研究機関 IARC の区分2A ﾋﾄに対しておそらく( ) (

発がん性がある インジウム スズ酸化物はラットを使った２年間の試験)、 ・

。で発がん性が認められました

( )吸入による肺の重篤な障害：ヒトの間質性肺炎等 死亡例あり

コバルト及びその無機化合物

発がん性：コバルトと炭化タングステンとの合金はIARC区分2A ﾋﾄに対しておそらく(

発がん性がある その他金属コバルト及びコバルト化合物はIARC区分2B)、

)(ﾋﾄに対して発がん性が疑われます

皮膚感作性：アレルギー性接触皮膚炎

呼吸器感作性：気管支ぜんそく等

呼吸による肺の重篤な障害：間質性肺炎 肺機能異常等、
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２ エチルベンゼン．

１）特定化学物質としての規制

エチルベンゼンは特化則の対象物質ですが 規制内容により 特化則が適用される場、 、
。合と有機則が準用される場合があります

①規制の範囲

対象となる業務は エチルベンゼン エチルベンゼン含有物を用いて行う塗装業務、 、
、 。で 屋内作業場等において行うものです

。対象となるエチルベンゼン含有物は以下のＡとＢの部分です

Ａ(特化則別表第1第3号の3)

エチルベンゼンを含有する製剤その他のもの 但し エチルベンゼンの含有量。 、

。が重量の１％を超えるもの

Ｂ(特化則別表第1第37号)

エチルベンゼン及び有機溶剤を含有する製剤その他のもの 但し エチルベン。 、

ゼンの含有量が重量の１％以下でかつエチルベンゼン及び有機溶剤の含有量が

。５％を超えるもの

②規制の概要

規 制 の 概 要

Ａ 発がん性に着目し 他の特定化学物質と同様の規制を適用 ただし 発散抑、 。 、

制装置 呼吸用保護具等については有機則の規定を準用、

Ｂ 有機溶剤と同様の規制
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２）主な規定の適用一覧

＊ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝと有機溶剤を合計して5%以下のものを除く

３）主な有害性

エチルベンゼン

( )発がん性：IARCの区分2B ﾋﾄに対する発がん性が疑われます

生殖毒性：動物試験で胎児への影響が示されています

その他：中枢神経系への影響 気道刺激性等、


